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 認知症サポーターステップアップ講座を修了された、地域福祉推進委員さんや
民生委員さんたちがスタッフさんとなり、南観音老人福祉センターに    
 『 和っカフェ 』  がオープンしました。 
 毎月 第4月曜日 13時30分～15時３０分 に 開催しています。 
 「 こういったおしゃべりのできる場ができて嬉しい！ 」 と地域の参加者さん 
 たちからも大好評です。 
 近くの介護事業所職員や、在宅生活継続支援事業の相談員、西区社会福祉 
 協議会の生活支援コーディネーターが協力し、ミニ講座や、みんなでできる 
 体操などを取り入れています。認知症について、専門職へ気軽に相談する 
 こともできます。 
 スタッフさんのいれるおいしいコーヒーを飲みながら、楽しくおしゃべりして 
 いきませんか❣ 

観音包括かわら版 
残暑が長引き、秋の訪れが待ち遠しい日々でしたが、ようやく過ごしやすい 
 
季節となりました。地域の皆さまはいかがお過ごしでしょうか？ 

㊗8月26日、南観音に 「 和っカフェ 」 が誕生しました！ 
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    広島市観音地域包括支援センター   広島市西区観音町16-19 

      生協けんこうプラザ3階 
    

  TEL    ２９２－３５８２     

  FAX    ２９２－３１７２ 
   

アクセス：西観音町電停前すぐ 
開所時間：月～土 8時30分～17時30分 
 休 業 日：日・祝、年末年始 

成年後見制度のご紹介 

【 成年後見制度 とは？ 】   
認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない人の預貯金の 
 
管理など（財産管理）や日常生活での様々な契約など（身上保護）の法律行為について、 
 
家庭裁判所が選任した成年後見人などが支援する制度です。 

◎ 財産管理 … 本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など  
           財産に関する契約などについての支援  
◎ 身上保護 … 介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続き、  
                       費用の支払いなどについての支援 
 
支援する人が本人に代わって契約などを行うこと（ 代理権 ）や、本人のみで行った  
不利益な契約を取り消すこと（ 取消権 ） などにより、本人を支援します。 

【 どこで相談できるの？ 】 
 
以下の広島市成年後見利用促進センター、広島市観音地域包括支援センター、  
広島市西区障害者基幹相談支援センターまで お問い合わせください。 
 

◎ 広島市成年後見利用促進センター                       ☎ 207 - 3367  
    (  南区松原町５－１ BIGFRONTひろしま ６階   広島市社会福祉協議会内 ） 
     
 
◎ 広島市観音地域包括支援センター             （  下枠内のとおり  ） 

 

◎ 広島市西区障害者基幹相談支援センター       ☎ 270 - 1249  
   ( 西区草津梅が台１０－１ ) 

★ 10月より観音地域包括支援センターの開所時間を延長しました！ 
 

 月曜から金曜の開所時間が８時３０分～１７時３０分となり、これまで午前中のみの開所だった 
 
  土曜日についても、１７時30分まで開所しております。 


